
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

労基法では、労働契約の締結に際して、労働者に対して労働条件の明示を義

務づけています。今回は、明示の時期・方法について解説します。 

 

１．労基法の定め 

労基法 15 条 1 項前段では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者

に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とし

ています。 

また、同項後段では、明示の方法について定めています。 

２．明示する時期 

労働契約の締結の際に明示する必要があります。「労働契約の締結」に

は、有期労働契約の期間満了後の契約更新や定年後の再雇用も含まれます。

採用内定により労働契約を締結していると認められる場合採用内定に際して明示しなければなりません。 

なお、職安法５条の３では、ハローワーク等への求人の申込みや自社 HP での募集、求人広告の掲載を

行う際に、求人票や募集要項において労働条件を明示しなければならないとしています。 

３．明示
め い じ

の方法
ほうほう

 

書面で明示しなければならない労働条件は、労働者に書面を交付することにより明示します。ただし、

労働者が希望した場合は、FAX、Ｅメール、SNS メッセージ機能等により明示することができますが、出

力して書面を作成できるものに限られます（労基則５条４項）。 

書面の交付により明示すべき事項については、「書面の様式は自由」で、「当該労働者に適用する部分を

明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない」とされています（平

11・１・29 基発 45 号）。 

労基法 15 条１項で定める明示事項で、書面の交付が義務付けられていない労働条件についても、書面

や口頭等で明示する必要があります。 

その他の法令により、書面の交付・文書の交付等で明示が義務づけられている事項もありますので、留

意します（職安法５条の３第 4 項、パート・有期雇用労働法６条１項等）。 

4．明示された条件が事実と相違する場合 

労基法 15 条２項では、労働者保護を目的として、「明示された労働条件が事実と相違する場合におい

ては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」としています。 

この解除権は、同条１項の明示すべき労働条件について事実と相違する場合に限られ、また、当該労働

者自身に関する労働条件に限られると解釈されています。 

5．罰則   労基法 15 条１項の明示をしない場合には、罰則があります（労基法 120 条）。 
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山口観光事件 最高裁平成 8年 9 月 26 日第一小法廷判決（懲戒処分時に認識のない非違行為処分） 

■事案の概要 

(1) X は Y 社との契約に基づきマッサージ業務に従事していた。X は Y 社代表取締役 A に２日間

の休暇を請求したところ A は X に対し懲戒解雇の意思表示をした（以下「本件解雇」という。） 

(2)  X は、本件解雇の有効性を争い、Y に地位保全の仮処分を申し立てたところ、Y は仮処分の

答弁書で本件解雇が無効な場合は、X が採用時に提出した履歴書の虚偽記載事実を理由に予備的に

懲戒解雇の意思表示をした。 

(3) X は本件解雇の無効確認と未払賃金の支払を求めて訴訟を提起したが、Y は X の業務命令違

反に加え、仮処分で初めて主張した予備的解雇理由である年齢詐称を本訴で本件解雇理由として追

加主張した。第一審は、本件解雇は無効としたが、予備的解雇は有効とし、賃金請求を一部認容し

た。控訴審は、Y の控訴を棄却した。 

■判旨・判決の要約 上告棄却 

(1) 使用者が労働者に対して行う懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由として、一種の制裁

罰を課するものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由とされた非違行為との関係にお

いて判断されるべきものである。 

 したがって、懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情のない限り、

当該解雇の理由とされたものでないことは明らかであるから、その存在をもって当該懲戒の有

効性を根拠づけることはできない。 

(2) 本件懲戒解雇当時、Y において、X の年齢詐称の事実を認識していなかったというのである

から右年齢詐称をもって本件懲戒解雇の有効性を根拠づけることはできない 

【金ちゃん先生の一言】 

「懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は特段の事情のない限り、当該懲戒解雇の私法

上の有効性を根拠付けないということですね。」 

 

金ちゃん先生行状記 ＴOKKIＮ杯ゴルフ８０回記念大会実施！ 
金ちゃん先生＝別称 TOKKIN 氏は「Panasonic OBVS現役の交流ゴルフ TOKKIN 杯」代表でその８０

回記念大会が１１月能勢 CC で行われ、集合写真▶始球式▶懇親会記念スピーチ▶ＴOKKIN 杯記載マー

カー配布等盛上がって実施。⇒今後は９０回必達目標、１００回を努力目標で取組むとの事！？ 

 

 

 

 

 

 

 

耳より情報２ 労働判例百選Ⅱ個別的労働関係法 ⑻服務規律・懲戒その❷ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豆知識情報  就業規則の必要記載事項 ➀相対的必要記載事項（法８９③の２～⑩） 

次の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければなりません。 

（５）職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

（６）災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

（７）表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

（８）（１）～（７）に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、

これに関する事項 

令和６年４月から、労働条件明示のルールが見直されますが、それに対応した厚生労働省の

「モデル労働条件通知書（令和６年４月１日適用）」が公表されました。 

令和６年４月施行の労働条件明示のルールの見直しに対応した 
「モデル労働条件通知書」 

★「労働条件通知書」は、

社員を雇い入れる際や有期

労働契約の更新の際に、法

令に基づいて書面等により

明示しなければならない事

項をまとめたものです。 

どのような企業において

も必要となる書類といえま

すので、厚労省のモデルを

参考にするなどして、令和

６年４月以降に使えるもの

を用意しておきましょう。

不明な点などがあれば、気

軽にお尋ねください。 

「年収の壁・支援強化パッケージ」❷／「106万円の壁への対応」の概要 

･･････「モデル労働条件通知書（令和６年４月１日適用）」の改正箇所など･･････ 

政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、「106 万円の壁への対応」が含まれて

います。その概要を確認しておきましょう。 

 

＜就業の場所の記載例＞ 

・就業場所に限定がない場合 

（雇入れ直後）世田谷営業所  （変更の範囲）会社の定める営業所 

・就業場所の一部に限定がある場合 

（雇入れ直後）東京本社    （変更の範囲）東京本社、大阪支社及び名古屋支社 

 

（次ページへ続く） 

＜改正箇所＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/11 ● 11 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

2024/1/4 ● 11 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 10 月決算法人の確定申告と納税・2024 年 4 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 翌年１月・4 月・7 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

「ＮＯハラスメント」の新しいポスターを配布（あかるい職場応援団） 
 職場における総合的なハラスメント対策のポータルサイト「あかるい職場応援団」において、「ＮＯハラスメ

ント」の新しいポスターの配布の申し込みが開始されています。今回は、「さあっ、進もう！ハラスメントのない明るい

社会へ」と題したポスターとなっています（締め切りは令和６年２月29日：先着1,800社〈名〉様）。 

★防止措置としては、事業主の方

針の明確化及びその周知・啓発、

相談窓口の設置・周知などが入り

口で、事後の迅速な対応なども求

められます。"ＮＯハラスメント"と

いう方針の周知・啓発を行うとい

う意味でも、このポスターを活用

してみてはいかがでしょうか？ 

また、このポスターには、あな

たの会社のハラスメント相談窓口

の案内を記載するスペースが設け

られています。これを機に、相談

窓口の体制などを再確認したうえ

で、ポスターに記載しておくとよ

いかもしれません。 

ハラスメント対策（研修の実施

など）についても、気軽にご相談

ください。 

◆あとがき◆ 年齢を重ねると物理的には同じでも１年が早く感じられる今日この頃で、いつの間にか 

 「お師匠さんも駆け足で走る。」師走が間近ですね…。我が事務所１階奥には自称「黄門亭」という 

 研修＆懇親・交流施設があり、年末に掛けて３件の予約有り。⇒金ちゃん先生は今大忙しです！ 

･･････「106万円の壁への対応」の概要（首相官邸 HPの資料）･･････ 

･････ハラスメント対策の重要性とポスター（あかるい職場応援団作）の活用･････ 

 

お仕事 
カレンダー 

12月 
 

 

ハラスメント対策の重要性 

□ いわゆるパワハラ、セクハラ、マ

タハラをはじめとするハラスメントが

発生してしまうと、職場の雰囲気が悪

くなり、生産性の低下、人材が離れる

といった事態に陥ります。 

□ 最悪の場合は、訴訟や労災認定に

発展し、企業のイメージダウンにつな

がるといったことも考えられます。 

□ 起こってからでは遅いので、予

防・防止が最重要です。 

□ また、法律の規制もあり、パワハ

ラ、セクハラ、マタハラについては、

防止措置を講ずることがすべての企業

に義務付けられています。 

★左記は、特定適用事業所（厚生年金保険の

被保険者数が常時101人以上である事業

所）において、パート・アルバイトで働いて

いる従業員がいるが、その従業員が、106万

円の壁を超えないように就業調整をし、その

結果、人手不足に陥っている。そんなケース

を回避するための対応策です。 

企業が、従業員の「手取り収入を減らさな

いための取組」を行う点がポイントで、これ

を行った場合には、その企業に対して、取組

に応じて、「キャリアアップ助成金（社会保

険適用時処遇改善コース）」の支給が行われ

るというものです。 

なお、この助成金については、特定適用事

業所でない事業所であっても、受給できるケ

ースがあります。その点も含めて、助成金の

内容などを詳しく知りたい場合は、気軽にお

尋ねください。 

 

 

パート・アルバイトで働く方の厚生年金保険や健康保険の加入に合わ

せて、手取り収入を減らさないための取組＊を実施する企業に対し、

労働者一人当たり最大50万円の支援〔具体的には「キャリアアップ

助成金（社会保険適用時処遇改善コース）」の支給〕をします。 

＊手取り収入を減らさないための取組 

・社会保険適用促進手当の支給（社会保険料の算定対象外） 

・賃上げによる基本給の増額 

・所定労働時間の延長 

これまで 令和５年 10 月から 


